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◎各 教 育 局 長 

◎各 道 立 学 校 長 

◎各 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長 

◎（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ） 

◎各教科用図書採択地区協議会長 

◎各教科書センター（分館を含む）館長  国立大学法人北海道教育大学長  （各附属小・中・特別支援学校長）  各 国 立 高 等 専 門 学 校 長  北 海 道 総 務 部 長  （ 法 務 ・ 法 人 局 学 事 課 長 ）  各 私 立 学 校 長 

 

北海道教育委員会教育長 

 

教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）  このことについて、別添のとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。 

平成 27 年度来、採択関係者に対する検定申請本の内容の開示を伴う不適切な行為や、歳暮の贈

答や教材の無償提供といった行為、さらには、従前より遵守を求めていた宣伝活動等に関するルー

ルを逸脱する行為が、多くの教科書発行者において継続的に行われていたことが明らかとなりまし

た。 

教科書は、全ての児童生徒が学校の授業や家庭における学習活動において必ず用いることとなる

極めて公共性の高いものであり、著作・編集から検定、採択、供給に至るまでのいずれの段階にお

いても適正に行われる必要があります。中でも、採択は、実際に児童生徒が用いる教科書を選択す

る重要な行為であり、いかなる疑惑の目も向けられることのないよう、特に高い公正性・透明性が

求められます。  つきましては、本通知について、各機関において所管する全ての学校、教職員等に対して周知徹
底を図り、教科書採択の公正性・透明性の確保に万全を期すようお願いいたします。 

 

 

（ 総 務 政 策 局 総 務 課 人 事 グ ル ー プ ） 

（総務政策局教職員課服務制度グループ） 

（総務政策局教職員課服務管理グループ） 

（学校教育局高校教育課普通教育指導グループ） 

（学校教育局義務教育課義務教育グループ） 

（学校教育局特別支援教育課学校教育指導グループ） 
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